
11

１

　３

　５

　
　８

　10

　
　13

　15

　
　18

　20

　
　23

　25

　
　28

　30

　
　33

　35

　
　38

　40

　
　43

　45

　
　48

　50

　
　53

　55

　
　58

　60

　62

No.840 2023 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ

ン
接
種
ほ
か

～高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成のお知らせ～

種類
助成額

対象者

定期接種

（都）
２，５００円

（町）
３，０００円

①令和５年度中に以下の年齢に達する方

　65 歳・70 歳・75 歳・80 歳

　85 歳・90 歳 ・95 歳 ・100 歳 

②年度内に 60 歳以上 65 歳未満になる方で、

　心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能またはヒ

　ト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に

　障害を有する方

＊接種期間は令和 6年 3月 31 日までです。

任意接種
（町）

３，０００円

　定期接種の対象者を除く 65 歳以上の方で、

過去の接種から 5年以上経過している方

　肺炎球菌は、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

　このため、東京都では高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業を行っており、対象となる方には、

６月に予診票を送付しました。

　定期接種の期間は、令和６年３月３１日までとなりますので接種を希望される方は、直接医療機関に

ご予約をしていただき、この機会に接種してください。

　なお、予診票が送付された方でも、これまでに１回以上接種したことがある方は、定期接種の対象と

ならないため予診票の破棄をお願いします。

　また、任意接種に当てはまる方は、奥多

摩町の助成のみ対象となります。

　接種歴を確認後、予診票をお渡しします

ので、保健福祉センターへご連絡ください。

〔接種予約〕 接種を希望される方は、直接

医療機関へお申し込みください。

〔接種場所〕

奥多摩病院　　☎８３－２１４５ 

双葉会診療所　☎８３－３４５４

古里診療所　　☎８５－８７５７

〔助 成 額〕 各医療機関の定める接種料金

から、助成額を引いた金額を医療機関へお

支払いください。

※問い合わせは、

　　　　　福祉保健課　☎８３－２７７７

ひ
き
こ
も
り
の
悩
み
を
抱
え
る
ご
家
族
の
方
へ

　
ご
自
身
や
ご
家
族
の
ひ
き

こ
も
り
に
つ
い
て
、
悩
み
を
抱

え
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
ひ
き
こ
も
り
は
誰
に
で
も
起

こ
り
う
る
こ
と
で
、
特
別
な
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ひ
き
こ
も
り
は
「
相
談
し
て

よ
い
悩
み
」
で
す
。

　
ひ
き
こ
も
り
に
関
す
る
様
々

な
悩
み
に
つ
い
て
、
ご
家
族
で

抱
え
込
ま
ず
、
ま
ず
は
身
近
な

窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
奥
多
摩
町
で
の
相
談
窓
口

は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

奥
多
摩
町
保
健
福
祉
セ
ン

タ
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☎
83
‐
２
７
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〇
東
京
都
ひ
き
こ
も
り
に
関

す
る
講
演
会
の
お
知
ら
せ

　
東
京
都
で
は
、
ひ
き
こ
も
り

の
状
態
に
あ
る
方
及
び
そ
の
家

族
を
支
援
す
る
取
組
を
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
度
、
つ
ぎ
の
と

お
り
講
演
会
を
配
信
し
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〔
講
演
内
容
〕
ひ
き
こ
も
り
に

向
き
合
う
ヒ
ン
ト
を
探
る
―
福

祉
社
会
学
の
視
点
か
ら

〔
配
信
期
間
〕
２
月
29
日
（
木
）

ま
で

〔
対
象
〕
ど
な
た
で
も
ご
視
聴

い
た
だ
け
ま
す
。

〔
視
聴
方
法
〕
東
京
都
公
式
動

画
チ
ャ
ン
ネ
ル
「
東
京
動
画
」

で
動
画
を
配
信
し
て
い
ま
す
。
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間
に
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休
日
・
夜
間
臨
時
納
税
窓
口
の
開
設

　
12
月
は
「
オ
ー
ル
東
京
滞
納

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
」
強
化
月
間
で
す
。

　
こ
れ
に
伴
い
町
で
は
、休
日
・

夜
間
臨
時
納
税
窓
口
を
つ
ぎ
の

日
程
で
、
役
場
１
階
住
民
課
で

開
設
し
ま
す
。

　
普
段
お
仕
事
な
ど
の
都
合
で

納
税
が
で
き
な
い
方
、
ま
た
、

納
税
に
関
す
る
ご
相
談
な
ど
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
こ
の
機
会
を

是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

①
休
日
臨
時
納
税
窓
口

〔
日
時
〕
12
月
10
日
（
日
）
　

 

　
　
　
　
　
23
日
（
土
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

②
夜
間
臨
時
納
税
窓
口

〔
日
時
〕
12
月
21
日
（
木
）

           

26
日
（
火
）

　
午
後
５
時
15
分
～
午
後
８
時

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課
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83
‐
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９
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国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
み
な
さ
ん
へ

医
療
費
等
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

み
な
さ
ん
に
、
ご
自
身
の
健
康

と
医
療
に
対
す
る
認
識
を
深
め

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
診
療

日
数
な
ど
の
受
診
内
容
に
誤
り

が
な
い
か
を
ご
確
認
し
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
「
医
療
費
等
通

知
書
」
を
12
月
中
に
お
送
り
し

ま
す
。
　

　
今
回
の
お
知
ら
せ
は
、
主
に

令
和
４
年
11
月
か
ら
令
和
５
年

６
月
の
間
に
医
療
機
関
で
受
診

さ
れ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
確
定
申
告
（
医
療
費

控
除
）
の
際
に
医
療
費
等
通
知

書
を
添
付
す
る
こ
と
で
、
令
和

５
年
１
月
か
ら
６
月
ま
で
の
診

療
な
ど
に
つ
い
て
は
、「
医
療

費
控
除
の
明
細
書
」
へ
の
記
載

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
た
だ
し
、
令
和
５
年
７
月
か

ら
12
月
ま
で
の
診
療
な
ど
に
つ

い
て
は
お
持
ち
の
領
収
書
に
基

づ
い
て
別
途
「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」
を
作
成
し
て
申
告
書

に
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

　土地の現況に
　　　　　変更はありませんか？

　固定資産（土地）に対する課税は、賦課期日（毎

年１月１日）現在の現況で課税しています。

　所有している土地の現況に変更がある場合に

は、住民課までご連絡をお願いします。

　家屋の取り壊しをしたら
　　　　届出をお願いします

　所有する家屋の全部または一部を取り壊した方

は、家屋滅失届を住民課まで提出してください。

　なお、登記している家屋については、東京法務

局西多摩支局で滅失の登記が必要となります。

※問い合わせは、　住民課　☎８３－２１９０
　

　　

令和５年度教育支援員募集
（会計年度任用職員）

〔採用予定日〕令和６年１月中

〔勤務内容〕

 児童・生徒の教育（学習）支援、勤務日数・勤務時

間については各学校において調整する場合あり。

〔勤務条件〕

　○任　　期／令和６年３月３１日まで

　　　　　　　(勤務成績良好時は再度任用 )

　○勤 務 日／週４～５日

　○勤務時間／午前８時から午後３時まで　

　○報酬手当／時給１，１６３円～

　○期末手当／支給要件を満たした場合に支給

　○通勤費用／町規定により支給

〔申込方法〕

 町ホームページに掲載の「会計年度任用職員募集の

お知らせ」にある採用申込書 (写真添付 )に必要事項

を記載のうえ、本人または代理人が直接総務課に持参、

または郵送（簡易書留）

〔選考方法〕書類選考・面接（書類選考合格者対象）

〔その他〕資格、勤務日など、ご相談に応じます。　

※問い合わせは、教育課　☎８３－２２４６

教
育
支
援
員
募
集
ほ
か
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